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令和5年7月3日発行当出張所では、北秋田市今泉～大館市比内町扇田の米代川の35.9㎞・支川小猿部川1.8㎞を管理しています

洪水時に米代川の流れを妨げる原因となる河川内の
木を順次伐採しています。この伐採木を地域住民の
方々に無償提供します。

提供場所 ・大館市板沢地先

（新真中橋上流左岸）の堤防

提供日時
７月27日(木)・28日(金)

9時～16時

７月29日(土) 9時～12時

場所：能代河川国道事務所 鷹巣出張所

受付日時
7月5日(水)～7日(金)

9時～16時

提供日時に引取（各自で積み込み、
運搬）ができること、
営利目的でなく自家消費すること
が提供条件となっています。

・抽選結果をお知らせするため、

無記名の郵便ハガキを
持参してください。

※宛名等についてはこちらで印刷しますので
無記名でお願いします。

・申込みは1世帯1回のみ、ご本人が直接行う
ことが必要です。（代理申込みは不可）

※応募者が提供予定数を上回る場合は抽選と
させていただいております。

・積み込みは当選者に行っていただきます。

提供数
大館市板沢地先:14世帯分
※一家族につき２山分を提供します
（1山あたり約1立方メートル）

樋門・樋管合同点検重要水防箇所合同巡視

編集後記

能代河川国道事務所では、本格的な出水期を前に、
洪水時に特に注意して監視・巡視が必要な箇所
（重要水防箇所）の合同巡視を行っています。
6月２日に北秋田市、8日に大館市の巡視を実施し
ました。市長をはじめ、河川管理者（国）、県、
市、地元水防団などの水防関係者が一堂に会し、
迅速かつ適切な水防活動実施のため、あらかじめ
水防上重要な箇所の確認をし、情報共有しました。

6月１・６日の2日間、鷹巣出張所管内の樋門樋管
を、操作を委託している水門等水位観測員と能代河
川国道事務所職員、鷹巣出張所職員の合同で行いま
した。各樋門や樋管等については、水門等水位観測
員が毎月点検を行っていますが、本格的な出水期を
前にゲートの操作方法について再確認し、施設やそ
の周辺について異常などがないか職員と観測員の合
同で確認・点検を行っています。

堤防近辺の植物を見ていると、場所、時期によって様々な草花が見ら
れます。俗に言う“雑草”でも、きれいな花を咲かせ、一面を彩って
います。定期的に堤防の除草作業が行われていますが、もし見かける
機会があれば観察してみて下さい♪雑草いう草はないき！←朝ドラより(は)
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